
 

 

 
 

 

 

 

 

 

施設 施設数 対象児童 概要 

公立保育所 ７園 ０歳～５歳までの保育を必要と

する児童 

就労等の理由により、保育を必要とする児童を

お預かりする施設です。 

私立保育所 9 園 

地域型保育施設 14 園 ０歳～３歳未満の保育を必要と

する児童 

就労等を理由により、保育を必要とする児童を

保育所より少人数でお預かりする施設です。 

 

認定こども園 

 

 

５園 

 

保育所部分・・・０歳～５歳まで

の保育を必要とする児童 

幼稚園部分・・・満３歳～５歳ま

での教育を必要とする児童 

保育所部分と幼稚園部分の２つの部分をもつ

施設です。利用する部分によって保育時間・申

し込み先が異なります。 

幼稚園 ４園 
満３歳～5 歳までの児童 満３歳から小学校就学前の児童が集団生活を

通して教育を受ける施設です。 

※その他に認可外保育施設があります。（０歳児～）※保育申請にあたっては見学をお願いしています。    
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左記の表は現在の入所状況表です。 

ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。 

表の見方   〇・・３人以上受入れ可 

         △・・１～２人程度受入れ可 

         ☓・・受入れ不可 

市役所ホームページにも掲載されています。 

 

 

市内の施設情報     
公立保育所、私立保育所、認定こども園（保育所部分）と地域型保育施設は保育課へ申請となります。 

認定こども園（幼稚園部分）と幼稚園の入園は直接園にご確認ください。 

 

 

      ～保育施設を選ぶために～ 

大切なお子さまが毎日を楽しく生活するために、事前に

施設見学をしましょう。教育方針や 1 日のスケジュール

など施設によって特色があります。確認したいこと、不安

なことなども見学の際に聞いてみましょう。併せて、通

勤・勤務時間を考慮してスムーズに毎日の送迎ができる

か、雨の日の通園手段を想定しておくなど、見学とともに

確認しておくことも大切です。 

（見学の際は園に直接電話でご確認ください。） 

 

 

保育コンシェルジュ便り 

鴻巣市では、保育サービスに関する相談員「保育コンシェルジュ」による保育所入所のご相談やご質問をお受け 

しております。また、一時預かり事業などの保育サービス等の情報提供も行っております。ぜひご利用ください。 

 

 

 

令和 8 年度７月入所受け入れ可能状況について 

R8.5.２０時点のものです 

  

 

 


